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２０，２３６ 栓

６，３４８，０００ ㎥

１７，３９１ ㎥

　新旭浄水場防災対策工事 ２９０，３６７ 千円

　小荒路地先水道配水管布設替舗装復旧工事 ２６，７３０ 千円

　上開田地区配水管布設舗装復旧工事 １７，５４５ 千円

　今津取水場３号取水ポンプ更新工事 ２８，７１６ 千円

１，０８５，９１１ 千円

６９７，６０６ 千円

３８８，３０４ 千円

１ 千円

　　第３条　収益的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　議第２９号    

令和４年度高島市水道事業会計予算案

　　　（総則）

　　第１条　令和４年度高島市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　　　（業務の予定量）

　　第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　　　⑴　給水栓数

　　　⑵　年間総給水量

　　　⑶　１日平均給水量

　　　（収益的収入および支出）

　　　⑷　主要な建設改良事業

収　　　　入

　　　第１款　水道事業収益

　　　　第１項　営業収益

　　　　第２項　営業外収益

　　　　第３項　特別利益
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－2－

１，０５６，８５３ 千円

１，００４，５９８ 千円

４７，２５５ 千円

３，０００ 千円

２，０００ 千円

　　　（資本的収入および支出）

４１４，６２６ 千円

１６５，３００ 千円

２４９，０２６ 千円

３００ 千円

７４３，８４１ 千円

４７７，８７２ 千円

２４６，４６１ 千円

１９，５０８ 千円

　　　分消費税および地方消費税資本的収支調整額２８，７２５千円、過年度分損益勘定留保資金３００，４９０千円で補てんするものとする。）。

　　　　第４項　予備費

　　　第１款　資本的収入

　　　　第１項　企業債

　　　　第２項　出資金

　　第４条　資本的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３２９，２１５千円は、当年度

収　　　　入

支　　　　出

　　　第１款　水道事業費用

　　　　第１項　営業費用

　　　　第２項　営業外費用

　　　　第３項　特別損失

支　　　　出

　　　第１款　資本的支出

　　　　第１項　建設改良費

　　　　第２項　企業債償還金

　　　　第３項　他会計長期借入金償還金

　　　　第３項　負担金
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－3－

　　　（企業債）

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

　　　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

　　第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　　⑴　収益的支出における各項間の流用

　　　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　　第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場

　　　合は、議会の議決を経なければならない。

　　　⑴　職員給与費 ８３，７７１

　政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合にはその債権者
と協定するものによる。ただし、企業財
政の都合により据置期間および償還期限
を短縮し、または繰上償還もしくは低利
に借換えすることができる

高木浜一丁目地先配水管
布設替舗装復旧工事

上開田地区配水管布設舗
装復旧工事

同　上 同　上 同　上

新旭浄水場防災対策工事

今津取水場３号取水ポン
プ更新工事

１７，２００ 同　上 同　上 同　上

小荒路地先水道配水管布
設替工事

１６，７００ 同　上 同　上

打下浄水場送水ポンプ更
新工事

７，５００

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

８７，１００

１０，５００

１０，３００

　　第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、次のとおりと定める。

普通貸借又は
証券発行

　年４．０％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる政府
資金および地方公共団体金融機
構資金について利率の見直しを
行った後においては、当該見直
し後の利率）

同　上

小荒路地先水道配水管布
設替舗装復旧工事

１６，０００ 同　上 同　上 同　上
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　　　（たな卸資産購入限度額）

　　　　　令和４年２月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高島市長　福　井　正　明　　

　　第８条　たな卸資産の購入限度額は、１，７３３千円と定める。
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